
川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則の

一部を改正する規則の制定について

議案第５２号



川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則 

川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則（昭和３９年川崎市教育委員会

規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

技術職員 電気職、機械職、建築職、土木職、薬剤師、栄養士、学校栄養

職、学芸員、研究職 

                                  」 

を 

「 

技術職員 土木職、電気職、機械職、建築職、研究職、薬剤師、栄養士、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、学校栄養職、学芸員 

                                  」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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制 定 理 由 

教育委員会事務局に理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職種名を置く

こと等のため、この規則を制定するものである。 
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川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則 ○川崎市教育委員会職員の職名等に関する規則 

昭和39年12月10日教委規則第５号 昭和39年12月10日教委規則第５号

 （第１条～第３条 略）  （第１条～第３条 略） 

（職種名） （職種名） 

第４条 職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）

には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおく

ものとする。 

第４条 職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）

には、その職務の内容を明確に表示するために別表に掲げる職種名をおく

ものとする。 

 （第５条～第７条 略）  （第５条～第７条 略） 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

職名 職種名 職名 職種名 

事務職員 一般事務職、学校事務職、社会福祉職 事務職員 一般事務職、学校事務職、社会福祉職 

技術職員 土木職、電気職、機械職、建築職、研究職、薬剤師、栄

養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、学校栄養

職、学芸員

技術職員 電気職、機械職、建築職、土木職、薬剤師、栄養士、学

校栄養職、学芸員、研究職

指導主事 指導主事 指導主事 指導主事 

技能職員 技能職 技能職員 技能職 

業務職員 業務職 業務職員 業務職 
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